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Ⅰ は じ め に

｢誰が労働者か？｣ を決める経済理論はあるだ

ろうか｡ 労働法関係者は驚かれるかもしれないが,

経済理論を中心に勉強してきた者にとってはおそ

らく意味不明の疑問であるように思われる｡ 少な

くとも, 大学院時代の著者はそのように感じたで

あろう｡ 経済学者の多くは, 労働サービスを提供

している者が労働者であると単純に考えるからで

ある｡ それでは, 質問を具体的に変えてみよう｡

テレビ局のアナウンサーは従業員として勤務して

いるという点で労働者であるが, 自ら会社を立ち

上げて独立したフリーのアナウンサーはどうだろ

うか｡ このように問題を変えると, 企業の境界の

問題だと経済学者は認識することができる｡

あるテレビ番組が打ち切られたとき, いわゆる

局アナは番組の打ち切りだけを理由に解雇される

ことはないし, また, そのような解雇は社会的に

認められていない｡ 一方, フリーのアナウンサー

とは番組打ち切りに伴う契約終了を理由に契約関

係を解消しても原則として問題はない｡ フリーの

アナウンサーはテレビ局にとってはタレントと同

じであり, 従業員ではないからである｡ また, テ

レビ局では勤務時間が深夜にまで達することも多
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労働サービスを調達する方法は二種類ある｡ 一つは, 雇用契約を結び企業組織内で労働サー

ビスを提供してもらい, もう一つは (個人) 事業者として企業組織外で提供してもらうも

のである｡ 経済学では前者は組織的取引, 後者は市場取引として区別される｡ この組織的

取引が行われるのは, 契約の不完備性 契約など労働サービスの詳細すべてについて約

束できない が存在し, 外部の事業者を通して市場から望ましい労働サービスを調達で

きないためである｡ 不完備性のために事前に約束できないということは, 事後的に何らか

の約束されていない事態が発生し, 当事者間に裁量として残されることに他ならない｡ 雇

用契約の場合は, その裁量のほとんどは使用者の指揮・命令の形態をとって現れる｡ 労働

基準法上の労働者とは, 使用者の指揮・命令下にあり, 業務遂行上の自由度が小さく, か

つ, その業務遂行に関する諾否の自由が小さい者を指すから, 労働法上の労働者性と経済

取引の不完備性とは親和的な概念である｡ 不完備性のために, 過度の命令が行われること

がありえることから, そのような事態から労働者を法的に保護する必要が現れる｡ しかし,

転職・離職を通した市場調整がそのような事態を解決する場合があることを指摘し, その

市場調整が不十分な場合に法的保護の必要性が現れることを指摘する｡ 結果的に, 労働法

上の労働者性の概念は経済合理的に説明できる可能性がある｡

特集●雇用と自営のあいだ

労働者性と不完備性
労働者が保護される必要性について

江口 匡太
(筑波大学准教授)



いため, 従業員の健康や安全上の問題も出てくる｡

当然, テレビ局は局アナの健康管理や勤務管理の

責任を負うが, フリーのアナウンサーに対する責

任は局アナに比べて小さい｡ しかし, 局アナもフ

リーのアナウンサーもどちらも同じ時間帯に同じ

仕事をしていることに変わりはない｡

このように同じ仕事をしていても違いが出てく

る理由は労働者性の有無にある｡ 局アナはテレビ

局で雇用されて働く労働者である一方, フリーの

アナウンサーは個人事業者として扱われ, 労働基

準法上の労働者として扱われないからである｡ た

だ, フリーのアナウンサーの場合はテレビという

華やかな世界で高額所得を得ている人も多く, 番

組打ち切りを理由に簡単に関係を解消されるよう

に, テレビ局側から保護されていないことに疑問

を感じる人は少ないかもしれない｡

一方, 必ずしも高額報酬を伴わない仕事を請け

負う ｢労働者｣ もいる｡ わざわざ ｢労働者｣ とこ

とわるのは, 表向きは個人事業者として扱われる

からである｡ 例を挙げれば, トラックの運転手,

大工, 遊園地のダンサー, 予備校講師, などであ

り, 最近では生産や建設現場の仕事を請け負う業

者も増えている｡ これらの事業者は, 法令を順守

したものであれば, 業務遂行上の安全管理などの

責任は原則として事業者自身が負うことになって

いる｡ それが正当な請負であれば, 報酬の多寡に

関係なく使用者が負う安全保護の責任範囲は小さ

い｡

労働災害が起こった際には, その責任の所在は

労働者と事業者とでは大きく異なるため, 労働者

であるか否かをめぐって裁判で争われることも珍

しくない｡ 労働者性の有無は法律上大きな違いで

あり, 労働災害を争う訴訟の場では勝敗を分かつ

ものであるからだ｡ 本論文は, 労働者性の概念が

経済学で不完備性と呼ばれる概念に親和的である

ことを, 組織の経済学の観点から考える試みであ

り, 法律上の労働者性の概念が経済合理性を有す

ることを示す｡

なお, 本論に入る前に混乱を避けるためにも,

分配の問題について少し言及しておきたい｡ 最近,

生産現場や建設現場で危険な作業を安価な報酬で

請け負う ｢労働者｣ の存在が, ワーキング･プア

という用語とともに知られるようになった｡ 職場

での安全衛生基準が満たされず, 危険事項の周知

も不十分なために, 労働災害が起こりやすく, ま

た, 労災後の補償もままならない実態が報道され

た｡ 悲惨な実態に関する報道を見る限り, この問

題はわが国の労働条件を考える上で極めて重要な

ものである｡ しかしながら, 本論文では安価な報

酬で危険な作業をしている ｢労働者｣ をすぐさま

保護すべきであるとはとらえていない｡ 実際, か

けだしのタレントの報酬は極めて安価で仕事の機

会も不安定であるから, 生産現場で働く請負労働

者を, その危険な仕事と不安定な地位だけを理由

に保護する根拠は見つけにくい｡ 現実の裁判例に

おいても, 労働者性の認定はその報酬の多寡と直

接関係ないように見える｡ 本論文の枠組みは, 経

済学の効率性の観点から労働者保護を分析するに

とどまっていることに留意されたい｡

Ⅱ 労 働 者 性

例として, トラックによる運送業務を挙げてみ

よう｡ 運送業務を行うために, 運転手として労働

者を雇用しているＡ社と, 運送業務を個人経営の

業者に外注しているＢ社とを考える｡ 当然, Ａ社

は運転手の雇用主としての責任が課されるから,

運転手に対する業務命令も法令を順守した安全に

配慮したものでなければならない｡ もし, 運転手

が過重労働で疲労して事故を起こしたならば, Ａ

社は社員である運転手の管理責任を問われ, 賠償

責任を負うこともあるだろう｡ しかし, Ｂ社の場

合は, Ａ社と全く立場が異なり, あくまで運送業

者に外注した顧客としての立場であるから, 運転

手が事故を起こしてもその責任を問われることは

ない｡ 一般の消費者が宅配業者を利用しても責任

を問われないことと同じである｡

法律上は, 雇用主であるＡ社は従業員の安全保

護義務を負うが, 顧客であるＢ社はその責任を負

わないように明確に分けられている｡ しかし, 運

転手にとってはどちらも同じ業務を行っているこ

とに注意したい｡ 同じ労働サービスを提供してい

るのに, Ａ社の荷物を運送する運転手は法律上保

護され, Ｂ社の荷物を運送する運転手は保護され
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ないのだ｡ この袂を分かつものが労働者性という

概念である｡ Ａ社の荷物を運送する運転手は労働

者であり, Ｂ社の荷物を運送する運転手は労働者

ではなく個人事業者とみなされる1)｡

労働基準法上の労働者は, ｢業務の内容・遂行

の仕方について指揮命令を受ける, 勤務場所・時

間が拘束される, 他の者に代替させることができ

ない, 仕事依頼に対する諾否の自由がない｣ (菅

野 (2004, p.34)) といった条件下におかれる者を

指す｡ つまり, 使用者の指揮･命令下にあり, 業

務遂行上の自由度が小さく, かつ, その業務遂行

に関する諾否の自由が小さい場合, 労働者とみな

され, その反対の場合に労働者とはみなされにく

くなる｡ 裁量労働制や在宅勤務に見られるように,

業務遂行において管理者の指揮命令の程度が低く,

労働者がその働き方についての裁量が大きい場合

は, 労働基準法上の労働者とは扱われず, 個人事

業者とみなされる場合がある｡

業務遂行上の自由度が小さい場合, 食事や休憩

の時間も制限されるから, 使用者の無理な指揮･

命令下におかれる可能性がある｡ 労働者は使用者

の指示に従う形で労働サービスを提供する以上,

その指示が常軌を逸したものでは労働者の安全や

健康が守られない可能性も出てくるから, そうし

たことのないように一定の規制が必要になる｡

一方, 業務遂行において自由度が大きければ,

上記のような危険性は小さくなると考えられる｡

裁量労働は文字通り, 労働者に働き方の裁量が与

えられるので, 使用者の指揮･命令を受ける範囲

は小さくなる｡ いつ, どこで働くかを自由に決め

られるのであれば, 疲労を感じた際は自発的に休

息をとることもできるから, 在宅勤務の場合も自

由度が大きい働き方である｡

先のトラックの運転手の例に即せば, Ａ社の運

転手は勤務時間はもちろん, どこに運送するかに

ついて選択の余地はない｡ 業務命令を受ければ遠

距離であろうと, 深夜であろうと, または体調不

良であろうと, 目的地まで運転しなければならな

い場合も出てくるだろう｡ 運転手の裁量が小さい

ため, 使用者の行き過ぎを防ぐ必要性が出てくる｡

このような考え方が労働法における保護規制の根

拠にある｡ 一方, Ｂ社の業務を請け負った運転手

は個人事業者として自由に取引を選べる立場にあ

るかもしれない｡ 体調不良であれば無理な遠距離

の運送を断ればよいし, また, どのように仕事を

するかも裁量が大きい｡ もちろん, 名目上は個人

事業者としての請負であっても, 使用者の命令範

囲が広く, 業務遂行の自由度が小さければ労働者

として認められる｡ 当然ながら, 取引の表向きの

形式ではなく, その実態が労働者性を有するか否

かが重要である｡ このように, 実態として企業と

独立な契約関係にあるか否かが, 労働者か否かを

分ける視点である｡

労働サービスを提供する者が使用者の指揮・命

令下に置かれるか否かと同時に, 仕事依頼に対す

る諾否の自由がないというのも重要な点である｡

雇用された従業員は使用者の指示に従わなければ

ならないが, 事業契約を結ぶ事業者であれば, ど

の業務を遂行するかについての自由がより広く存

在するだろうと想定されている｡ 不利益なもの,

理不尽なものを自由に拒むことができれば, 納得

できない業務を無理強いされることは少なくなる

だろうから, 使用者の裁量が行き過ぎることはな

いだろうという考えが背後にあると思われる｡ も

ちろん, 従業員であっても, 勤務先の選択は自由

であり, 我慢できなければ離職することができる

という点で諾否の自由が全くないわけではないこ

とは留意すべきだ｡

Ⅲ 市場取引と組織的取引

経済学では労働者を労働サービスを提供する者

としてとらえがちだが, これは労働者というより

も財・サービスの生産に投入される労働力として

分析する傾向があるからである｡ しかし, 労働者

と事業者とを分ける概念が経済学にないわけでは

ない｡

経済学では, 経済取引を二つに分けて考える｡

一つは市場取引であり, もう一つは企業内の組織

的取引である｡ 前者は分権的な取引による資源配

分であり, 後者は中央集権的な取引による資源配

分である｡ 労働サービスの提供という点では, 事

業者に外注する場合が市場取引であり, 労働者を

雇用して組織内で労働サービスを提供してもらう
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のが組織的取引である｡ 先の例では, 運転手を雇

用したＡ社は組織的取引を, 個人経営の運送業者

に委託したＢ社は市場取引をそれぞれ選択したこ

とになる｡

市場取引と組織的取引がどのような場合にそれ

ぞれ選択されるかについて, 経済理論の考え方は

先の労働法の労働者性の概念を図らずも反映した

ものになっている｡ 従業員をわざわざ雇用し企業

内で労働サービスを提供させるのは, 企業にとっ

て適切な労働サービスが事業者に外注するという

市場取引では実現できないからである｡ 業務内容

がすべて事前に契約で明記かつ指示可能で, その

労働サービスの内容や達成度について第三者にも

明らかに立証できるのであれば, 労働者を雇用す

る必要はなく, その労働サービスが生み出す成果

や生産物を直接請求すればよいだろう｡ 労働の成

果だけを求めればよいのだから, 労働が生み出す

付加価値の品質や達成度について簡単に識別でき

るのであれば, その付加価値を請負契約や物品の

発注のように直接購入すればよく, その生産プロ

セスにわざわざ関わる必要はない｡ 理想的な完全

な市場が存在したり, 契約によってあらゆること

がすべて約束できるならば, すべて市場取引とし

て調達可能であり, 企業経営者は雇用関係といっ

た手間のかかる組織的取引形態ではなく, 必要に

応じて市場から調達すればよい｡ このような思考

実験から, あらゆることを契約で事前に約束した

り, 市場から調達したりできないために, その適

応として企業組織が存在することを, Coase

(1937) は主張し, 現在の組織の経済学の理論的

基礎となっている｡

外部の事業者に業務を外注するには, 当然なが

ら業務内容とその成果が当事者はもちろん第三者

にも明確でなければならない｡ もし, 不明確であ

れば外注することは難しい｡ これを経済学では立

証可能性の問題という｡

例として, ある部品の製造を外注する場合を考

えよう｡ 発注した部品の数量, 品質, 期日が守ら

れないようであれば, 外部の部品製造業者に生産

を委ねるのはおぼつかない｡ もし, この取引が当

初の契約の通り履行されなければ, その損失の賠

償請求が認められ, 契約が履行された場合の利益

が補償される必要があるだろう｡ この部品の取引

において数量や納品日などを第三者に立証するの

は比較的容易である｡ しかし, 品質はどうだろう

か｡ 品質について, 社会で共有されている基準や

規格のような外形的なものであれば立証しやすい｡

一方, ある程度の期間使用してはじめてその品質

がわかるような場合は, 第三者にその品質につい

て立証するのは難しい｡ もともと品質が不良だっ

たのか, 発注元の部品の使用方法が不適切だった

のか, 判断が難しいからである｡

経済学で想定する ‶契約" では, 約束できる内

容とは裁判所で簡単に立証可能なものに限られる｡

もし, 第三者である裁判所に立証可能でない事柄

であれば, たとえ当事者にとっては自明であった

としても, 契約不履行の事態に十分な証拠が用意

できず, 契約不履行による損失を補�できないか

らである｡ これを契約の立証可能性の問題という｡

立証不可能なことが存在して約束できないことが

ある場合, 契約は不完備なものになる｡

ここで不完備性の例をいくつか挙げよう｡ 先の

部品の例に即せば, 必要な部品を製作するのに特

殊なノウハウが必要な場合に, そのノウハウをマ

ニュアルなどで説明することが難しかったり, ま

たは企業秘密として外部に開示したくなければ,

自社内で労働者を雇用して製作することになる｡

ノウハウが外部に漏れ, 将来の稼得利益が失われ

る可能性があっても, ノウハウを明確に定義する

ことが可能で, その将来利益も客観的に証明でき

れば, 取引契約にその旨の条項を入れることが可

能だ｡ 万一, ノウハウが漏れたら, 一定の賠償金

を支払うという条項を入れることで, ノウハウの

漏えいと将来利益の逸失を防ぐことができる｡ し

かし, 現実的にはこれは難しい｡ ノウハウの範囲

が明確に定まらず紛争の種になることは珍しくな

いし, さらに将来利益を正確に測定することは不

可能である｡ このように, 契約で事前に約束でき

ないことによる損失が大きいと考えられる場合は,

外部の企業に発注することなく自社内生産が行わ

れるだろう｡

次に仕事の成果が見えにくい場合を考える｡ こ

のような場合, そのプロセスが重要になり, 業務

遂行の方法について指揮・命令が行われる可能性
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が高くなってくると考えられる｡ 例として, 製造

業におけるカスタマー・サービスを考えてみよう｡

パソコンやデジタルカメラのような機械製品の購

入後に不具合があり, 電話をかけてみた経験があ

るだろうか｡ 消費者がわざわざ電話をかけるのは

かなりのトラブルを抱えた場合であり, 軽度のト

ラブルではサービスを利用しないことが知られて

いる｡ パソコンが全く立ち上がらなくなったらサー

ビスに電話をするだろうが, 立ち上がりが遅いぐ

らいでは電話しないのが普通ではないだろうか｡

わざわざ電話をかけてきた消費者に, カスタマー・

サービスがどのように対応するかは極めて重要で

あるが, どのような応対をしたか管理者は把握し

にくい｡ クレームの電話をかけてきた消費者に対

して, まるで消費者が悪いかのような対応をする

のか, それともきちんと対応してくれるのか, サー

ビスの担当者次第である｡ 前者のような扱いをさ

れた消費者はもちろん気分を害するが, わざわざ

会社の上層部にカスタマー・サービスのずさんな

対応を告発するようなことはしないだろう｡ クレー

ムの電話をかける消費者も少数だが, さらにサー

ビスの対応の悪さを会社上層部に掛け合う消費者

はさらに少数である｡ しかし, 気分を害した消費

者は二度とその会社の製品を買うことはないだろ

うし, 周囲にもその会社のずさんな対応を触れま

わることになる｡

このように, カスタマー・サービスの仕事はそ

れだけ重要であるが, なかなか管理者には把握し

にくい｡ もし, このような仕事を他社に請け負わ

せたり, 在宅勤務のような形態でさせていたらど

うだろうか｡ 益々, サービスが劣化してしまうこ

とになりかねないから, 管理者の監督下で業務を

遂行させる方が望ましいかたちになりやすいだろ

う｡ 使用者の指揮・命令に服するかどうかは, 業

務の成果が明確に測れるかどうかと密接な関係に

あるといえよう｡

再度, トラックの運送業務の例に戻ろう｡ 荷物

をどこにいつまでに運ぶかという一つひとつの業

務については明確にできるが, そのような仕事が

いつ発生するのか直前までなかなか決まらない場

合がある｡ 洗剤や飲料品などの日用品を生産する

メーカーの配送センターから商品をドラッグ・ス

トアのような小売店に運送する際に, どの小売店

にいつ配送するかが直前まで決まらないことがあ

る｡ 配送する商品の種類, 数量とも多様なだけで

なく, 小売店ごとのセールの計画や在庫状況は日々

変わる｡ こうした状況下で効率的に配送するため

に, どの小売店をどのように回るか直前まで決ま

らない場合, 配送が極端に多くなったり, 労働時

間が長くなったりする日もあれば, その逆のよう

な日もあろう｡ こうした不確実な状態で常に確実

に配送を実現することが重要であれば, 自社内に

運送業務を行う部署を配置し運転手を従業員とし

て雇用することが便利である｡ 自社外の運送業者

に委託していれば, いざ配送が混雑した時に配送

できない事態が生じる恐れが高く, 配送の遅れは

自社の評価に傷をつけることになる｡ このような

不測の事態にすぐに対応するには, 自社内で処理

する必要に迫られる｡

こうした契約時に明記できないような性質をも

つ業務は, 雇用契約を結んで自社内で労働サービ

スを提供してもらうことになる｡ 契約に明記でき

ない事柄が存在する場合, 市場取引として外部の

業者に発注するよりも, 雇用契約を結び, 自社内

で作業させるメリットが生まれるのだ｡ それが組

織の経済学の考え方であり, 広く一般に向けた書

籍も出版されている2)｡

Ⅳ 労働者性と不完備性

市場や契約の不完備性のために, 企業という組

織的取引が行われるという組織の経済学の基本的

な考え方を述べた｡ 明確に説明することが困難だっ

たり, 業務の評価が客観的な数値で簡単に把握で

きない業務は, 外部の業者に発注することは難し

いので, 自社内に労働者を雇用し業務を遂行させ

ることになる｡ 結局, 前もって, 契約で約束でき

ないことがあり, かつ, それが自社にとって重要

な要素を含むのであれば, 従業員を直接雇用する

ことになる｡ 不完備性とは, 事前に当事者が約束

できないことを意味するから, 事後的には約束さ

れていない事柄が当事者間に発生することに他な

らない｡ つまり, 当事者には裁量の余地が残され

ることになる｡ 職場では, 事後に発生する裁量の

論 文 労働者性と不完備性

日本労働研究雑誌 41



多くが使用者に与えられるので, これが使用者の

労働者に対する指揮や命令という形を取って行使

される｡ 先にみたように, 労働者性とは使用者の

指揮・命令に従うことを余儀なくされることであ

り, この使用者の裁量は, 事前に契約で約束でき

ないという不完備性と呼ばれる性質から発生する｡

労働法の労働者性という概念と, 経済学の不完備

性という概念は極めて親和的であるといえる｡

これまで, どのようなときに雇用契約が結ばれ

るかを明らかにしたが, これだけでは労働者の安

全保護を使用者に義務付ける根拠は経済学的には

不明である｡ 雇用契約が結ばれ, 使用者の指揮・

命令を受けるだけでは, 労働者の保護の必要性は

現れにくい｡ ここで重要な要素は離職・転職の可

能性である｡

実際, 労働者性の認定において諾否の自由の有

無も重要である｡ 諾否の自由がなければ, 使用者

の指揮・命令が理不尽なものであっても労働者は

従わねばならず, 行き過ぎる恐れがあるからだ｡

しかし, 労働者に諾否の自由がまったくないわけ

ではない｡ 本当にいやなら離職すればよいからで

あり, 転職の可能性がどの程度あるかも極めて重

要な論点である｡ 諾否の自由の程度は最終的には

転職のしやすさと関係する｡ 使用者の裁量が大き

く, 事後的に理不尽な扱いを受ける可能性が大き

くても, 離職することが容易であれば, 最終的に

はそのような仕事に誰もつかなくなるだろう｡ こ

れが市場の調整メカニズムであり, 使用者の指揮・

命令の強さがもたらす弊害, すなわち, 事後の機

会主義的な行動による問題をときとして解消する

力をもつのである｡

Ⅴ 市場の調整メカニズム

以下のような簡単なモデルを考えてみよう｡ 就

職してある業務を任されるとしよう｡ 一つは内容

が明確で, かつその成果も測定可能な要素Ｘであ

り, もう一つは内容の不明確な要素Ｙである｡ こ

れらの要素は業務遂行上において渾然としており,

分けることが難しいとしよう｡ 先ほどと同じく,

電話での顧客からのクレーム対応の仕事を考えよ

う｡ クレームを訴える顧客に丁寧に納得していた

だくことを目的とした応対をある一定時間内に行

う仕事である｡ 内容について明確なものは何人の

顧客をどれだけの時間対応したかであり, これが

要素Ｘにあたる｡ 一方, 顧客に納得をいただくと

いうのが要素Ｙであり, 測定不可能な要素である

が, クレーム対応業務において極めて重要なもの

である｡ 明確な要素Ｘと不明確な要素Ｙはクレー

ム処理だけにとどまらず, すべてのサービス業に

あてはまることは容易に推察できる｡ さらに, 生

産現場では, 生産量や生産期間などが明確な要素

Ｘであり, 品質が不明確な要素Ｙにあたる｡

勤務時間は明確に定められるから, 拘束時間に

対する報酬については, この仕事に応募する際に

労働者も把握することができる｡ 他の仕事に就業

したときの平均的な労働の時給を�とすると,

これを下回る仕事には就きたくないと考えるだろ

う｡ さらに, 不明確な要素Ｙをいわゆる労働の強

度や危険性とみなしてみよう｡ 顧客に納得しても

らうには言葉遣いや気配りが大切であり, これら

に常に注意するのは疲れを伴う｡ なかには無理難

題を押し付ける困った顧客もいるから意外と疲労

を伴うかもしれない｡ この仕事の強度を労働者が

負担する費用とみなして�と表そう｡ 様々な仕事

の平均的な強度は���とすると, 労働者がこの

仕事に就業するには, �� ���の賃金が提示

される必要がある｡ きつい仕事であれば, ���

となるので賃金は平均的な水準より高くなるだろ

うし, 労働の強度が小さい仕事であれば, 反対に

賃金は平均的な水準より小さくなるだろう｡ クレー

ムの電話対応の労働強度や危険性は小さく, 製造

業の危険を伴う生産現場は概ね高いと推測される｡

実際, 同じ賃金であれば誰しもがきつい仕事に

就業したくないから, きつい仕事への労働供給が

減り, 比較的楽な仕事の労働供給が増える｡ こう

して, きつい仕事の賃金が上昇し, 反対に楽な仕

事の賃金が下落して調整される｡ この市場を通し

た賃金調整によって, きつい仕事を選んだ労働者

は自発的に納得して選んだことになる｡ 比較的高

い賃金を受け取る代わりに, そのきつい仕事に従

事しているのであるから, 雇用契約を結ぶ段階で,

その仕事のきつさなど内容がはっきりしているの

であれば, 市場が効率的に調整機能を果たすと考
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えられる｡

危険な仕事は労働災害が起こりやすいため, 使

用者が安全上の対策の費用を負担することが法律

上求められる｡ これは一見もっとものように見え

るが, 危険な仕事であっても, それを承知してそ

の代償として十分高い賃金を得ているのであれば,

労働者自身が安全衛生上の対策を採るべきだとい

う考え方も一定の合理性がある｡ そのリスクと対

策にかかる費用が高い賃金に織り込まれていると

考えられるからである｡

先の例にならって, 今度は安全対策上の費用を

�としよう｡ 労働者がこの費用を実質負担しなけ

ればならないなら, この仕事から得られる実質的

な利益は���となる｡ この実質的な利益が平均

的な仕事の賃金以上でなければ, この危険な仕事

に就業しないだろう｡ こうして, ���� �が成

立しなければ, 誰もこの危険な仕事に就業しなく

なる｡ これは, �� ���と書き直せるから,

安全対策を労働者自身が負担するのであれば, そ

の分賃金が高くなっている｡ 使用者が安全対策を

全くせず, 労働者にすべて負担させる場合, 市場

の調整により安全対策の分だけ賃金が高くなって

いる｡ 結局, 市場が安全対策費用を賃金に織り込

んで調整してくれるのだ｡

一方, 使用者が安全対策費用を負担するのであ

れば, 労働者自身は費用�を負担せずにすむので,

この仕事の賃金は平均的な賃金の水準で十分であ

り, 名目上の賃金水準は低くなる｡ このように市

場の調整の結果が賃金に織り込まれているのであ

れば, 使用者に安全対策を義務付けなければなら

ないという結論はでてこないのである｡ しばしば,

経済学者が自由な市場取引に任せるべきで安全衛

生上の保護規定すら撤廃すべきであるという意見

を表明するのはこうした考え方が背景にあるから

である｡

こうした考え方に対する反論として, 必ずしも

市場価格である賃金にすべての費用が織り込まれ

ていないことが挙げられる｡ 例えば, 労働の強度

や危険性を表す�が不明確である場合である｡ 実

際, 就職する際の労働者側の懸念は, 労働の危険

性のような不明確な要素があることだ｡ 就業する

以前の労働の危険性�に対する予想を�
�とする

と, �� �
�と表されるように, 予想以上にきつ

い危ない仕事であることに就職後に気付くという

ことが起こりえる｡ この場合, 当然もらって然る

べき賃金水準より低い水準になってしまうので,

当該労働者にとっては損失である｡ 当初の説明と

違って非常に危険な仕事であることが就業してか

らわかったが, 時すでに遅く健康を害してしまっ

たというような場合, 当該労働者にとっては深刻

な問題であり, 救済を考える必要性がでてくるだ

ろう｡ ただ, このような場合も, 長期的には市場

の調整が作用しうることは注意を要するだろう｡

納得できない仕事なら離職すればよいからだ｡ 労

働者が自由に離職できるような仕事はそれだけで

その職場がどういうものかについてのシグナルを

社会に与えるし, 情報も伝わりやすいから予想は

本来の危険性に一致していくと期待できるからで

ある｡ 一時的には混乱があっても, 長期的には離

職・転職活動によって, 市場が適正に調整してく

れる可能性がある3)｡

Ⅵ 市場調整の限界

これまで述べたように, 仕事に不明確な要素が

あり, 事前に契約で約束できない場合でも, 労働

者の安全保護の問題は, 自由で容易な転職行動を

前提とした市場の調整メカニズムが解決する可能

性がある｡ この市場調整の作用は留意すべきであ

る｡

それでは, 市場の調整にすべてを任せるべきか

といえば, 答えは否である｡ なぜなら, 転職には

費用がかかり容易でないことがあり, また, 安全

対策上の費用は誰がその費用を負うかによって異

なる場合があるからである｡ 転職の可能性は後で

述べることとし, ここでは後者について分析する｡

労働者が安全対策を講じるときの費用負担を�
�,

使用者が負担する場合を�
�とし, この大小関係

に注目する｡

①�
�
� �

�の場合：

この場合, 安全対策を使用者が実施した方が費

用が小さい｡ これは業務内容に詳しいのが労働者

ではなく使用者であることを示す｡ 労働者が工場,
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店舗, オフィスなどの職場に出勤して業務を行う

場合, 使用者の望む業務遂行を求められるのがふ

つうであるから, 当然, 業務に対しては使用者の

方が詳しく把握しているだろう｡ 当然, 何が危険

な行為か, どのように対応すればよいかを使用者

の方が熟知している｡ これは労働者として雇用契

約を結び企業組織内で働く場合である｡

さらに, 一人ひとりの労働者が初めて作業する

職場で, 何が危険か確認しながら行う場合は, 一

人ひとりの危険の確認費用が労働者の人数分かか

る｡ 一方, 使用者があらかじめ何が危険か認識し

ているのであれば, それを労働者に告知するだけ

でよいから, その費用負担額はより小さくなるだ

ろう｡

このような場合, 使用者に安全対策上の費用を

負わせるのが望ましい｡ その理由は以下の通りで

ある｡ 添え字の� は労働者が安全対策上の費用

を負担する場合, �は使用者が負担する場合を

それぞれ表す｡ 労働者に安全対策上の負担をさせ

る場合にかかる労務費用�
� は, 賃金�

� だけで

ある｡ しかし, 先に述べた市場の調整より, 労務

費用は�
�
� �

�
� ���

� となる｡ 一方, 使用

者が安全対策上の負担をもつ場合は, 賃金費用

�
� に安全対策費用�

�を合わせたものになるの

で, �
�
� �

�
��

�である｡ 使用者が安全対策費

用を負担するので, 労働者の賃金は平均的な賃金

に等しくなる： �
�
� �｡ よって, �

�
� �

��
�が成立する｡ �

�
� �

�である場合は, 明ら

かに�
�
� �

�が成立するので, 使用者に安全対

策費用を負担させるのが望ましいのである｡

以上より, �
�
� �

�の場合は使用者である企

業に安全対策費用を負担させることが望ましいこ

とが示されたが, 安全対策を使用者に法律で義務

付けなければならない理由を次に考えたい｡

もし, 法律で安全対策を義務付けなければ, 使

用者は労働者を採用した後に安全対策を怠るイン

センティブがある｡ 平均的な賃金�に等しい賃

金だけを提示し, 採用後の安全対策を怠れば, 事

故が起きた際に損失を被るのは労働者である｡ こ

のとき, 事故による使用者の被る損失が小さけれ

ば, 使用者は適切な安全対策を行わなくなるだろ

う｡ このような機会主義的な行動を使用者がとる

ことを, 合理的な労働者はただちに予測するだろ

うし, また限定合理的な労働者であっても, いず

れ認知するから, 労務費用は労働者が安全対策費

用を負担する場合の�
�となってしまい, 非効率

である｡

ここで重要なことは, 使用者が安全対策を行う

ことを宣言しても労働者に対して何ら信用しても

らえないということである｡ 使用者が安全対策を

十分とることが事前に約束できないという不完備

性のために, 労働者の信用を得られない｡ このよ

うな環境では, 法律で使用者に安全対策を義務付

けることによって, 不十分な対策しかとらなかっ

た使用者を罰することができれば, 事故が起きた

際に被る使用者の損失が大きくなるから, 安全対

策を行わせることができる｡ こうして, 法律で義

務付けることの有効性が現れてくる｡

上記のロジックは, 法律の義務付けがなければ,

事故が起きた際に使用者が被る費用が小さいこと

による｡ もし, 法律による義務付けがなくても,

使用者の被る費用が大きければ, 使用者は安全対

策を自発的にとることになるだろう｡ この場合は,

使用者が安全対策をとることを労働者に信用させ

ることができる｡ 使用者が自発的に安全対策に力

を入れ, なおかつ, 労働者の信用を得られる可能

性として, 保険制度の設計と評判の効果が考えら

れる｡

事故に対する保険制度を適切に実施することが

できれば, 安全対策上の問題は緩和される｡ 事故

を起こした企業の労働災害保険料金は上昇するが,

これは事故を起こしたら, その後の保険料金の負

担を増加させることによって, 事故を起こしたと

きの使用者の被る損害を大きくし, 事故を起こさ

ないように安全対策のインセンティブを与えてい

る｡

わが国の場合, 労働災害保険は公的保険であり,

使用者に加入が義務付けられている｡ 労働災害保

険が公的であろうと民間で供給されようと, 労働

災害保険を供給することができれば, 使用者が安

全対策として自発的に保険に加入しうる｡ 理論的

には, 合理的で良識ある使用者は自発的に保険に

加入することによって, 不加入による高い賃金の

支払いを回避でき, 総費用を節約できるので, 法
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の義務付けは必要ないということもありえるだろ

う｡

現実には, 完全な保険制度の設計は, 情報の非

対称性の問題が生ずる以上, 不可能であるし, な

かには, 労働災害保険に入らず, 世間の評判も全

く気にしない悪徳な使用者もいる｡ 労働者を使い

捨てにするような使用者が存在するので, 現実に

は法規制は必要であろう｡ しかし, より重要な点

は, こうしたひどい使用者や職場の存在が, 良識

のある使用者に損害を与えてしまうことである｡

労働者にとっては誰が良識のある使用者か区別で

きなければ, 結局, 安全対策費用を使用者が負担

するとは信じられないからである｡ 悪貨が良貨を

駆逐するという, アカロフのレモン市場のストー

リーが成立する｡

裏返せば, 良識のある使用者はこうした悪徳業

者との区別に努力を注ごうとするだろう｡ これが

もう一つの評判の効果である｡

事故が起こりやすい企業に誰も勤めたくはない

ので, 企業がこうした世間の評判を重視すれば,

自発的に安全対策に力を入れるだろう｡ 今期に安

全対策に力を抜いて利益を得ても, 長期的には事

故が起きやすくなり, 評判が失墜して利益を下げ

てしまうだろうから, 長期的な視野に立てば, 安

全対策に力を抜くことは起きにくくなる｡ 実際,

法律で定められている以上の安全対策を実施して

いる企業も存在するように, 長期的な視野に立て

ば自発的に安全対策をとるインセンティブが存在

する｡

逆に, 短期的な収益を追求せざるを得ない環境

になればなるほど, 安全対策に力を入れにくくな

る｡ 株主による短期的な収益の追求の圧力が強い

場合や, 流動性の制約から十分な資金供給を受け

られない場合は, 長期的な観点にたった経営戦略

はとりにくい｡ また, この評判の効果は評判をあ

る程度確立した企業に当てはまるものでしかない｡

新興の企業では, 世間の信頼を得るだけの十分な

過去の実績がないため, 法律による義務付けがな

ければ, 世間を信用させることができない｡ その

ため, 高い賃金を提示して労働者を集めざるをえ

ない｡ こうして, 法律による義務付けがなければ,

逆に労務費用が高くなってしまう｡ このように,

競争が激化し, 短期的な収益を上げることが要請

されたり, 新興企業の育成が重要視される社会で

あれば, なおさら, 法律の義務付けが必要となる

のだ｡

②�
�
� �

�の場合：

この場合は, ①で述べたことと逆の理由により,

労働者側に安全対策の負担をさせた方が良い｡ こ

の場合に使用者に安全対策を義務付けると, かえっ

て労務費用が上昇し社会的に損失である｡ このよ

うな場合は, 労働サービスを提供する側の方が,

その仕事についての危険度をより認識しているこ

とが多い｡ 例えば, 専門的技能を用いる業務であ

れば, 専門的知識を持っている側が業務の危険性

を認識しているだろう｡ ボイラーの管理, 夜間の

オフィスの警備, フリーのカメラマン, 大工など

の仕事は, その仕事を行う者が何を危険かを知っ

ているであろう｡ 実際, こうした業務は事業請負

契約のような形で遂行されるものが多いことに気

づくだろう｡ 外部の事業者に外注されることが多

く, これは請負契約や事業契約であって, 雇用契

約ではないから, 使用者が高い費用を負担して安

全対策を行う法律上の必要はないのである｡

以上から, 雇用契約の場合に使用者に安全対策

を義務付けるが, 事業契約や請負契約では使用者

に責任を負わせないという現行のルールは経済合

理的である｡ なお, ここでの推論はオーソドック

スな法と経済学の考え方である4)｡

Ⅶ 転職の可能性と労働者性

�
�
� �

�の場合に雇用契約が結ばれやすく,

そして, 使用者に安全対策を義務付けるのが望ま

しいことを, 使用者の機会主義的行動から説明し

た｡ 使用者に安全対策を義務付けなければ, 事後

的には使用者は安全対策を怠るインセンティブが

生じる｡ こうした使用者の機会主義的な行為を労

働者は予測し, より高い賃金が提示されなければ

就業しなくなってしまう｡ この労務費用の増加が

社会的な損失である｡ この説明においては, 労働

者の転職の可能性の如何に関わらず成立すること

に注意したい｡
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Ⅲでは雇用契約が結ばれる経済学的理由として

不完備性を挙げたが, この不完備性が深刻であれ

ば, より長期的な雇用関係が構築されやすい｡ Ⅲ

で挙げた例の場合, 品質の悪い部品を使用したり,

貴重なノウハウが外部に流出したり, また, クレー

ムの顧客に真摯に対応しなかったりすれば, 長期

的には当該企業の信用は墜ち利益を下げてしまう

だろう｡ 当然, 労働者が長期にわたり当該企業に

勤続していれば, 利益の低下のあおりを受ける｡

よって, 長期的な雇用関係を構築できれば, 労働

者も長期的な視野から企業の利益向上のために業

務に努力するインセンティブをもつ｡ 長期的な雇

用関係の構築は使用者と労働者との利害対立を緩

和するので, 不完備性による機会主義的な行動を

抑制するという正の効果をもっている｡ こうして,

使用者は労働者の転職を抑制するインセンティブ

を持つ｡ 転職した際の賃金が大きく下落すること

が観察されるが, この賃金格差は転職を抑制し長

期的な雇用関係を維持する効果をもつ｡

転職しやすい社会であれば, 当該労働者に被害

が集中することは避けられるだろうし, 情報が広

がりやすい｡ 一方, 転職しにくい場合は, 当該労

働者に被害が集中しやすいし, 実態が知られにく

い｡ この点で, 転職がしにくいほど, 使用者の安

全対策の義務付けがより求められる｡ 労働者性の

認定が, 使用者の指揮・命令の範囲だけでなく,

業務の諾否の自由がないことに注目するのは, こ

の点でも経済学的に理にかなったものである｡

Ⅷ お わ り に

ここで展開された, �
�
� �

�の場合は使用者

に安全対策を義務づけるべきであるという結論は,

純粋に効率性の観点からなされている｡ その意味

で, 労働者と事業者との区別は, 労働サービスを

提供する者の所得水準からは独立した議論である｡

つまり, �
�
� �

�の場合は, 労働サービスを提

供する者の賃金水準に関わらず, 労働者は保護さ

れるべきであるし, 反対に�
�
� �

�の場合は,

低賃金労働 (請負) であっても保護義務は生じな

い｡

一つひとつの判例や詳細なデータによって検証

したわけではないが, 実際の裁判所の判断はここ

で述べた経済理論から導かれる結論と図らずも整

合的であるように思われる｡ もちろん, 偽装請負

の問題がそうであったように, 一つひとつの取引

の名目が事業契約であっても, 実態は雇用契約に

近いということもあるし, その逆もありえよう｡

原理的には本論文で分析した通りであっても, 個

別の案件については一つひとつ精査して判断され

るべきである｡

最後に繰り返しになるが, ここでの分析の結果

は, 労働者の交渉力が低く, その立場が弱いから

保護すべきであるとか, 反対に高い報酬をもらっ

ている場合は保護の必要性はないというものでは

ない｡ ここで挙げた例では, 交渉力の大小は事後

的な所得配分に影響を与えるだけであり, 経済厚

生に影響を与えない｡ 分配如何に関わらず, 安全

対策費用を使用者と労働者のどちらが負担するか

が経済厚生に関して決定的に重要なためだ｡ 冒頭

の例のように, 高額の所得を得ているフリーのア

ナウンサーは事業者として扱われることに違和感

はないが, いわゆる 3Ｋの職場での請負作業は,

それが正当な請負行為であれば, フリーのアナウ

ンサーと同様に保護する必要はないという結論に

違和感をもつかもしれない｡ 世間の労働者保護の

考え方は, 低報酬で危険な作業に従事させられる

人々を保護すると同時に所得再分配的な意図を暗

黙に前提としているかもしれない｡

確かに, 流動性制約下にあれば短期的な収益や

資金繰りに注意が向いてしまうため, 低報酬で仕

事を請け負った労働者が自身の安全対策を十分取

らないことが起こりうる｡ 危険な作業中に怪我を

しても補償されないばかりか, 貯蓄も十分でない

場合も多く, また, 健康だけを資本とする労働者

であれば, 大きな怪我は社会復帰の手段を奪って

しまうため, このような場合は往々にして悲惨な

事態をもたらしてしまう｡ 社会として何らかの手

立てが必要な問題である｡ しかしながら, 流動性

制約は使用者も直面する問題であることに注意が

必要である｡ 労働者の安全対策を使用者に義務付

ける場合に, 使用者が資金繰りを理由に労災に加

入しなかったり, 十分な対策をとっていなかった

りすることを責められるように, 労働者自身が安
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全対策を講ずる必要性がある場合に, 資金難を理

由に十分な対策をとらないことに相応の責任があ

る, という考え方にも厳しいながらも一定の根拠

がある｡

ここでの議論は所得配分上の問題からは完全に

独立な視点であることに注意が必要である｡ 経済

学的な分析の多くがそうであるように, 事前の分

配を所与とした効率性の基準から労働者保護の必

要性を分析したものだ｡

それでは, 分配の問題は全く無縁であるかとい

えばそうではない｡ 金融市場の不完全性から流動

性の制約や有限責任が現れるが, このような場合

も取引が不完備になるため, 自由放任な経済活動

が望ましいという理論上の結論は得られにくい｡

十分な資金があれば, 流動性の制約も有限責任も

現れないという点で, 分配の問題と関わりが現れ

るためだ｡ このような分配と望ましいルールのあ

り方については, 今後の課題である｡

1) もちろん, 現実には個別の案件ごとに判断されるべきであ

る｡ 名目上, 事業者として扱われているが, 実態は労働者に

近いということがありえるためだ｡

2) 代表的なものとして, Milgrom and Roberts (1992),

Hart (1995), Roberts (2004) が挙げられる｡

3) 価格理論による需給の調整はまさにこのような自由な転職

行動を前提としている｡ 価格理論では, 賃金が需給を均衡す

るように調整されているとき, この市場賃金で働きたい人は

みんな働いており, また, 労働者を雇用したい企業はすべて

雇用している｡ もし, 労働の過剰供給が存在していれば, 賃

金が下落し, 市場均衡が実現されると考える｡ なぜなら, 求

職者にとっては, 失業して何も得られないよりも, 低い賃金

でも雇用されたいと考えるためである｡ 採用側にとっても,

同じ労働サービスを提供してくれるのであれば, 安い方が望

ましいから, 現在採用している労働者と求職者を入れ替える

ことによって賃金費用を下げようとするか, もしくは, 求職

者と入れ替える可能性が一種の脅しになり, 労働者を替えな

くても現行の賃金を下げることができる｡ 結局, 自由に容易

に離職できることが, 賃金の調整を促し, 労働の強度や危険

性のような仕事の不明確な要素を賃金に十分に織り込ませる

のだ｡

4) ここでの推論は消費者保護の考え方と基本的に同じである｡

法と経済学の代表的な教科書には, 小林・神田 (1986), クー

ター・ユーレン (1997), Miceli (1997), Shavell (2004) な

どがある｡
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